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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年11月24日(2016.11.24)

【公表番号】特表2016-503618(P2016-503618A)
【公表日】平成28年2月4日(2016.2.4)
【年通号数】公開・登録公報2016-008
【出願番号】特願2015-542330(P2015-542330)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ  13/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  35/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  37/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    5/225    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   13/02     ４２０　
   Ｈ０４Ｎ    5/232    　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｂ   15/00     　　　Ｗ
   Ｇ０３Ｂ   35/08     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   15/00     　　　Ｍ
   Ｇ０３Ｂ   37/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月6日(2016.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シーンのパノラマまたは立体画像のストリームを取り込みかつレンダリングするための
プロセスにおいて、少なくとも１つの撮像デバイス（Ｃｉ）を用いて、画像の重なりの有
無にかかわらず、画素フォーマットで、シーンの少なくとも２つの異なる画像の幾つかの
連続キャプチャ動作が実行されること、および画像キャプチャ動作中に、パノラマまたは
立体画像を形成するために、取り込まれた画像の画素がデジタル処理され、かつパノラマ
または立体画像のストリームが生成されること、および取り込まれた各画像の各画素のデ
ジタル処理が、前記画素を少なくとも維持または破棄し、かつ画素が維持される場合には
、最終パノラマまたは立体画像の各位置の予め定められた重み付け係数（Ｗ）を用いて、
画素に最終パノラマまたは立体画像の１つまたは幾つかの位置を割り当てることからなる
ことを特徴とするプロセス。
【請求項２】
　前記連続キャプチャ動作は、２つの連続キャプチャ動作の開始間のキャプチャ時間（Ｔ
）を定義する周波数レート（Ｆ）でタイミングをとられる、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　キャプチャ動作毎に、（ａ）取り込まれた各画像の画素は、前記画素を用いて最終パノ
ラマまたは立体画像を形成するために、前記キャプチャ時間（Ｔ）以下の処理時間でデジ
タル処理され、かつ（ｂ）最終パノラマまたは立体画像が前記キャプチャ時間（Ｔ）以下
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の時間間隔で生成される、請求項２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記連続キャプチャ動作は、２つの連続キャプチャ動作の開始間の時間間隔（Ｔ）を定
義する周波数レート（Ｆ）でタイミングをとられ、前記最終パノラマまたは立体画像は、
前記画像キャプチャ周波数レート（Ｆ）と同一周波数レートで連続的に生成される、請求
項１ないし３のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記連続キャプチャ動作は、２つの連続画像キャプチャ動作の開始間のキャプチャ時間
（Ｔ）を定義する周波数レート（Ｆ）でタイミングをとられ、前記画像キャプチャ時間（
Ｔ）は１秒以下であり、好ましくは１００ミリ秒以下である、請求項１ないし４のいずれ
か一項に記載のプロセス。
【請求項６】
　各最終パノラマまたは立体画像は、２つの連続画像キャプチャ動作の開始を隔てる各時
間間隔（ｔ）中に連続的に生成される、請求項１ないし５のいずれか一項に記載のプロセ
ス。
【請求項７】
　２つの連続キャプチャ動作の開始を隔てる時間間隔（ｔ）中に生成される前記最終パノ
ラマまたは立体画像は、前記時間間隔（ｔ）と同一時間間隔（ｔ）中に実行された画素の
デジタル処理の結果生じる、請求項６に記載のプロセス。
【請求項８】
　２つの連続キャプチャ動作の開始を隔てる時間間隔（ｔ）中に生成される前記最終パノ
ラマまたは立体画像は、先行する時間間隔（ｔ）中に実行された画素のデジタル処理の結
果生じる、請求項６に記載のプロセス。
【請求項９】
　各画素のデジタル処理は、前記取り込まれた画像の前記画素の少なくとも一部が、前記
画素を導出した前記撮像デバイスの画像に対する前記同じ画素の二次元投影法とは異なる
二次元投影法を受けた後で、最終パノラマまたは立体画像にマッピングされるように実行
される、請求項１ないし８のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１０】
　前記取り込まれた画像の幾つかの画素は、各々一つに、前記最終パノラマまたは立体画
像の幾つかの異なる位置が割り当てられることによって処理される、請求項１ないし９の
いずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１１】
　前記取り込まれた画像の幾つかの画素は、各々一つに、前記最終パノラマまたは立体画
像の位置が、零ではなくかつ厳密には１００％未満の重み付け係数（Ｗ）と共に割り当て
られることによって処理される、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１２】
　前記シーンの少なくとも２つの異なる画像が、少なくとも２つの異なる撮像デバイス（
Ｃ１、Ｃ２）を使用して取り込まれる、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載のプロ
セス。
【請求項１３】
　少なくとも３つの異なる画像が、少なくとも３つの撮像デバイス（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３）
を使用して取り込まれる、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１４】
　パノラマまたは立体画像のストリームを取り込みかつレンダリングするための装置にお
いて、前記装置は、少なくとも２つの異なる画像を画素セットフォーマットで取り込むこ
とを可能にする１つまたは幾つかの撮像デバイス（Ｃｉ）と、画像の重なりの有無にかか
わらず、前記撮像デバイス（Ｃｉ）を用いて、画素フォーマットでシーンの少なくとも２
つの異なる画像の幾つかの連続キャプチャ動作を実行することを可能にする電子処理手段
（１０）であって、画像キャプチャ動作中に、パノラマまたは立体画像を形成することを
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考慮して、取り込まれた画像の画素をデジタル処理すると共にパノラマまたは立体画像の
ストリームを生成するのに適した電子処理手段（１０）とを備えていること、および取り
込まれた各画像の各画素のデジタル処理が、前記画素を少なくとも維持または破棄し、か
つ画素が維持される場合には、最終パノラマまたは立体画像の各位置の重み付け係数（Ｗ
）を用いて、画素に最終パノラマまたは立体画像の１つまたは幾つかの位置を割り当てる
ことからなることを特徴とする装置。
【請求項１５】
　前記電子処理手段（１０）は、前記撮像デバイスを用いて、連続キャプチャ動作の周波
数レート（Ｆ）で前記連続画像キャプチャ動作を実行することを可能にし、但し前記周波
数レートは、２つの連続キャプチャ動作の開始間のキャプチャ時間（Ｔ）を定義する、請
求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　キャプチャ動作毎に、電子処理手段（１０）は、（ａ）キャプチャ時間（Ｔ）以下の処
理時間で、前記画素を用いて最終パノラマまたは立体画像を形成することを考慮して、取
り込まれた各画像の画素をデジタル処理し、かつ（ｂ）前記キャプチャ時間（Ｔ）以下の
時間間隔で、前に形成された最終パノラマまたは立体画像を生成するのに適する、請求項
１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記電子処理手段（１０）は、前記撮像デバイスを用いて、連続画像キャプチャ動作の
周波数レート（Ｆ）で前記連続画像キャプチャ動作を実行することを可能にし、但し前記
周波数レートは、２つの連続画像キャプチャ動作の開始間のキャプチャ時間（Ｔ）を定義
し、電子処理手段（１０）は、前記最終パノラマまたは立体画像を前記キャプチャ周波数
Ｆと同一周波数レートで生成するのに適する、請求項１４ないし１６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１８】
　前記電子処理手段（１０）は、前記撮像デバイスを用いて、連続画像キャプチャ動作の
周波数レート（Ｆ）で前記連続画像キャプチャ動作を実行することを可能にし、但し前記
周波数レートは、２つの連続キャプチャ動作の開始間のキャプチャ時間（Ｔ）を定義し、
前記キャプチャ時間（Ｔ）は１秒以下であり、好ましくは１００ミリ秒以下である、請求
項１４ないし１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記電子処理手段（１０）は、２つの連続画像キャプチャ動作の開始を隔てる各時間間
隔（ｔ）中に、各最終パノラマまたは立体画像を連続的に生成するように設計された、請
求項１４ないし１８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　２つの連続画像キャプチャ動作の開始を隔てる時間間隔（ｔ）中に生成される前記最終
パノラマまたは立体画像は、前記時間間隔（ｔ）と同一時間間隔中に行われる画素のデジ
タル処理から生じる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　２つの連続画像キャプチャ動作の開始を隔てる時間間隔（ｔ）中に生成される前記最終
パノラマまたは立体画像は、先行する時間間隔（ｔ）中に行われる画素のデジタル処理か
ら生じる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記電子処理手段（１０）は、前記取り込まれた画像からの前記画素の少なくとも一部
が、前記画素を導出した前記撮像デバイスの画像に対する前記同じ画素の二次元投影法と
は異なる二次元投影法を受けた後で、最終パノラマまたは立体画像にマッピングされるよ
うに各画素を処理するように設計された、請求項１４ないし２１のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記電子処理手段（１０）は、前記取り込まれた画像からの幾つかの画素の各々一つに
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、前記最終パノラマまたは立体画像の幾つかの異なる位置を割り当てることによって、前
記取り込まれた画像からの幾つかの画素を処理するように設計された、請求項１４ないし
２２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記電子処理手段（１０）は、前記取り込まれた画像からの幾つかの画素の各々一つに
、前記最終パノラマまたは立体画像の少なくとも１つの位置を、零ではなくかつ厳密には
１００％未満の重み付け係数（Ｗ）と共に割り当てることによって、前記取り込まれた画
像からの幾つかの画素を処理するように設計された、請求項１４ないし２３のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項２５】
　少なくとも２つの撮像デバイス（Ｃ１、Ｃ２）を含む、請求項１４ないし２４のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項２６】
　少なくとも３つの撮像デバイス（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３）を含む、請求項１４ないし２４の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　各撮像デバイス（Ｃｉ）は、取り込まれた各画像の出力として、少なくとも第１クロッ
ク信号（Ｈ＿ｓｅｎｓｏｒ）に従って同期した画素のストリームを送出するように設計さ
れ、かつ電子処理手段（１０）は、各最終パノラマまたは立体画像を、少なくとも第２ク
ロック信号（Ｈ）に従って同期した画素のストリームとして送出するのに適する、請求項
１４ないし２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第２クロック信号（Ｈ）は、前記第１（Ｈ＿ｓｅｎｓｏｒ）クロック信号の各々と
比較して非同期である、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記第２クロック信号（Ｈ）は前記第１クロック信号（Ｈ＿ｓｅｎｓｏｒ）と同期する
、請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記電子処理手段（１０）は、少なくとも１つの撮像デバイス（Ｃｉ）を用いて取り込
まれた画像の各画素に対し、前記パノラマまたは立体画像における前記画素の対応位置を
符号化し、かつ各位置に対し、前記最終パノラマまたは立体画像における前記画素を符号
化する予め保存された対応表を、前記最終パノラマまたは立体画像における前記画素の重
み付け係数（Ｗ）と共に備える、請求項１４ないし２９のいずれかに記載の装置。
【請求項３１】
　前記装置が携帯可能であることを特徴とする、請求項１４ないし３０のいずれか一項に
記載の装置。
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